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ワン
ポイント

（葉月）AUGUST

11日・山の日

日 月 火 水 木 金 土

8月◆  8 月 の 税 務 と 労 務

8 2023（令和5年）

国税庁適格請求書発行事業者公表サイト　受領したインボイスに記載された「登
録番号」が取引時点で有効なものかどうかは、国税庁適格請求書発行事業者公表サ
イトで確認できます。登録番号で検索すると、法人や個人事業者の主たる屋号、登録・
取消・失効年月日、事務所の所在地などが確認でき、データのダウンロードも可能です。

国　税／�7月分源泉所得税の納付� 8月10日

国　税／�6月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 8月31日

国　税／�12月決算法人の中間申告� 8月31日

国　税／�9月、12月、3月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合）� 8月31日

国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告�8月31日

地方税／個人事業税第1期分の納付

� 都道府県の条例で定める日

地方税／個人住民税第2期分の納付

� 市町村の条例で定める日
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8 月号─2

ス
は
合
計
１
５
０
０
０
円
の
取
引
と

な
る
た
め
、対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

３　
少
額
な
返
還
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交

付
義
務
免
除
の
特
例

　

売
上
代
金
が
振
り
込
ま
れ
る

際
に
、
売
手
側
が
振
込
手
数
料

相
当
額
を
負
担
す
る
場
合
、
ど
の
よ

う
な
処
理
を
行
え
ば
よ
い
で
す
か
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
が

行
っ
た
商
品
の
販
売
等
に
つ

き
、
返
品
や
値
引
き
、
割
戻
し
な
ど

の
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
を

行
っ
た
場
合
に
は
返
還
イ
ン
ボ
イ
ス

の
交
付
義
務
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

金
額
が
税
込
１
万
円
未
満
で
あ
る
場

合
に
は
、
返
還
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付

義
務
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、

売
手
が
負
担
す
る
振
込
手
数
料
相
当

額
を
売
上
値
引
き
と
し
て
処
理
を
行

う
場
合
に
は
、
通
常
、
そ
の
振
込
手

数
料
相
当
額
は
１
万
円
未
満
と
な
り

ま
す
の
で
、
売
上
値
引
き
に
係
る
返

還
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
義
務
が
免
除

さ
れ
ま
す（
次
頁
左
上
図
参
照
）。

　

売
手
側
が
負
担
す
る
振
込
手

数
料
相
当
額
を
、
会
計
上
は
支

払
手
数
料
と
し
て
処
理
し
、
消
費
税

法
上
は
対
価
の
返
還
等
と
し
て
取
り

扱
う
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て
は
、

令
和
５
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
「
２

割
特
例
」
制
度
な
ど
も
創
設
さ
れ
ま

し
た
が
、
い
よ
い
よ
10
月
１
日
の
開

始
時
期
が
近
づ
い
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、
実
務
上
、
疑
問

が
生
じ
や
す
い
事
項
に
つ
い
て
、
Q

＆
A
方
式
に
よ
り
確
認
し
て
い
き
ま

す
。

１　
２
割
特
例
の
適
用

　

免
税
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス

発
行
事
業
者
に
な
っ
た
場
合
で

な
け
れ
ば
、
２
割
特
例
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
。

　

免
税
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス

発
行
事
業
者
と
な
る
場
合
に

は
、
経
過
措
置
と
し
て
納
税
額
を
売

上
税
額
の
２
割
に
で
き
る
２
割
特
例

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
２
割
特
例
は
、
課
税
事
業
者

が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
と
な
っ

た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
発
行
事

業
者
と
な
っ
た
課
税
期
間
の
翌
課
税

期
間
以
後
の
課
税
期
間
に
つ
い
て
、

基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が
１
０
０

０
万
円
以
下
の
場
合
に
は
原
則
と
し

て
、
２
割
特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

令
和
４
年
中
に
イ
ン
ボ
イ
ス

の
登
録
申
請
書
と
と
も
に
消
費

税
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
を
提
出

し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
令
和
５
年

10
月
１
日
か
ら
２
割
特
例
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。

　

２
割
特
例
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス

発
行
事
業
者
の
令
和
５
年
10
月

１
日
か
ら
８
年
９
月
30
日
ま
で
の
日

の
属
す
る
各
課
税
期
間
に
お
い
て
適

用
で
き
、
令
和
５
年
９
月
30
日
以
前

の
期
間
を
含
む
課
税
期
間
の
申
告
に

つ
い
て
は
、
適
用
を
受
け
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
そ
の
課
税

期
間
中
に
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択

不
適
用
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
、
選
択
届
出
の
効
力
を
失
効
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
場
合
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録

の
日
か
ら
課
税
事
業
者
と
な
り
、
２

割
特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
可

能
で
す
。

２　
一
定
規
模
以
下
の
事
業
者
に
対

す
る
事
務
負
担
の
軽
減
措
置
（
少

額
特
例
）

　

少
額
特
例
に
お
け
る
税
込
１

万
円
未
満
の
判
定
に
つ
い
て
、

例
え
ば
、
７
０
０
０
円
と
８
０
０
０

円
の
商
品
を
同
時
に
購
入
し
た
場
合

は
、対
象
と
し
て
問
題
な
い
で
す
か
。

　

少
額
（
税
込
１
万
円
未
満
）

の
課
税
仕
入
れ
に
つ
い
て
、
イ

ン
ボ
イ
ス
の
保
存
が
な
く
と
も
一
定

の
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
の
保
存
の

み
で
仕
入
税
額
控
除
が
で
き
る
少
額

特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
。
基
準
期
間

に
お
け
る
課
税
売
上
高
が
１
億
円
以

下
又
は
特
定
期
間
に
お
け
る
課
税
売

上
高
が
５
０
０
０
万
円
以
下
の
事
業

者
が
、
適
用
対
象
者
と
な
り
ま
す
。

　

少
額
特
例
の
判
定
単
位
は
、
課
税

仕
入
れ
に
係
る
一
商
品
ご
と
の
金
額

に
よ
り
判
定
す
る
の
で
は
な
く
、
一

回
の
取
引
の
合
計
額
に
よ
り
判
定
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
今
回
の
ケ
ー

Q

A

QA

QA

QA

Q

インボイス制度
の疑問点　　　
〜実務上の対応を　　　　
　　　Ｑ＆Ａ形式で確認〜



3─8月号

届
か
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
10
月

１
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
登
録
を
受
け

た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
が
、
通
知

が
届
く
ま
で
の
期
間
は
イ
ン
ボ
イ
ス

を
発
行
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、

・
事
前
に
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
が
遅

れ
る
旨
を
取
引
先
に
伝
え
、
通
知

後
に
発
行
す
る
。

・
通
知
を
受
け
る
ま
で
は
暫
定
的
な

請
求
書
を
交
付
し
、
通
知
後
に
改

め
て
発
行
す
る
。

な
ど
の
対
応
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

暫
定
的
な
請
求
書
を
交
付
す
る
場

合
、
そ
の
請
求
書
と
の
関
連
性
を
明

ら
か
に
し
た
上
で
、
イ
ン
ボ
イ
ス
に

不
足
す
る
記
載
事
項（
登
録
番
号
等
）

を
通
知
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

５　
帳
簿
の
み
の
保
存
で
仕
入
税
額

控
除
が
認
め
ら
れ
る
場
合

　

一
定
の
事
項
を
記
載
し
た
帳

簿
の
み
の
保
存
で
仕
入
税
額
控

除
の
要
件
を
満
た
す
の
は
、
ど
の
よ

う
な
場
合
で
す
か
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後

は
、
２
割
特
例
や
簡
易
課
税
制

度
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
除
き
、

帳
簿
及
び
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保
存
が
仕

入
税
額
控
除
の
要
件
と
さ
れ
ま
す
。

　

質
問
の
と
お
り
の
取
扱
い
で

問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、
振
込
手

数
料
相
当
額
を
対
価
の
返
還
等
と
し

て
取
り
扱
う
こ
と
が
要
件
設
定
や

コ
ー
ド
表
、
消
費
税
申
告
の
際
に
作

成
す
る
帳
票
等
に
よ
り
、
通
常
の
支

払
手
数
料
と
判
別
で
き
る
よ
う
に
明

ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
消
費
税
法
上
、
売
上
値
引

き
と
し
て
処
理
す
る
場
合
に
は
、
対

価
の
返
還
等
の
元
と
な
っ
た
適
用
税

率
（
判
然
と
し
な
い
場
合
に
は
合
理

的
に
区
分
）
に
よ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、
軽
減
税
率
（
８
％
）

対
象
の
課
税
売
上
げ
を
対
象
と
し
た

振
込
手
数
料
相
当
額
の
売
上
値
引
き

に
は
、軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

４　
登
録
日
か
ら
通
知
を
受
け
る
ま

で
の
取
扱
い

　

令
和
５
年
９
月
末
ま
で
に
登

録
申
請
を
行
う
予
定
で
す
が
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
開
始
す
る
10
月

１
日
ま
で
に
登
録
の
通
知
が
来
な

か
っ
た
場
合
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
ど
の

よ
う
に
発
行
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
。

　

登
録
申
請
か
ら
登
録
の
通
知

ま
で
は
、
書
面
申
請
の
場
合
数

カ
月
を
要
す
る
よ
う
で
す
。
通
知
が

た
だ
し
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
を
受

け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
な
ど
の
理

由
に
よ
り
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な

取
引
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
事
項
を

記
載
し
た
帳
簿
の
み
の
保
存
で
仕
入

税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

・
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
義
務
が
免
除

さ
れ
る
３
万
円
未
満
の
公
共
交
通

機
関
に
よ
る
旅
客
の
運
送
（
タ
ク

シ
ー
料
金
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
）

・
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
義
務
が
免
除

さ
れ
る
３
万
円
未
満
の
自
動
販
売

機
及
び
自
動
サ
ー
ビ
ス
機
か
ら
の

商
品
の
購
入
等
（
A
T
M
を
使
っ

て
振
込
手
続
き
を
し
た
場
合
の
そ

の
振
込
手
数
料
が
含
ま
れ
ま
す
）

・
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
義
務
が
免
除

さ
れ
る
郵
便
切
手
類
の
み
を
対
価

と
す
る
郵
便
・
貨
物
サ
ー
ビ
ス（
郵

便
ポ
ス
ト
に
差
し
出
さ
れ
た
も
の

に
限
り
ま
す
）

・
従
業
員
等
に
支
給
す
る
通
常
必
要

と
認
め
ら
れ
る
出
張
旅
費
等
（
出

張
旅
費
、
宿
泊
費
、
日
当
及
び
通

勤
手
当
）。

【参考資料】
財務省

国税庁

Q

Q

A

A

課税売上げ 10,000 円
売上対価の返還 ▲440 円

課税仕入れ 10,000 円
仕入対価の返還 ▲440 円

③適格返還請求書の交付（不要）
▲440円

①10,000 円請求

②9,560 円振込
②振込手数料 440円

買　手売　手

【国税庁資料より】
金融機関

適格返還
請求書

適格請求書

A



8 月号─4

　ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にな
らなければ、会員となれない会員権とその
他の会員権とに区分されますが、これらの
会員権を売ったときの所得は、いずれも譲
渡所得として給与所得など他の所得と合わ
せて総合課税の対象となります。
　この場合の譲渡所得の計算は、譲渡価額
から取得費と譲渡費用を控除し、譲渡益が
ある場合は、50万円まで特別控除があり
ます。さらに、そのゴルフ会員権の所有期
間が5年を超える場合には、特別控除後の
譲渡所得の金額に2分の1を乗じて計算し
ます。
　なお、ゴルフ会員権の譲渡により生じた
損失は、原則として、給与所得など他の所
得と損益通算することはできません。
　また、ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的
として継続的に行われている場合の所得区
分は、その実態に応じて事業所得または雑
所得となります。

KEY WORD  
ゴルフ会員権の譲渡

　
相
続
財
産
で
あ
る
土
地
を
評
価
す

る
場
合
に
は
、
台
帳
の
地
積
で
は
な

く
、「
実
際
の
地
積
」
を
使
用
す
る

こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
と
さ
れ
て

い
ま
す
。こ
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、

評
価
を
必
要
と
す
る
全
て
の
土
地
に

つ
い
て
、
実
測
を
要
求
し
て
い
る
も

の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
実
務
上
の
取
扱
い
と
し
て
は
、
特

に
縄
延
の
多
い
山
林
等
に
つ
い
て
、

立
木
に
関
す
る
実
地
調
査
の
実
施
、

航
空
写
真
に
よ
る
地
積
の
測
定
、
そ

の
地
域
に
お
け
る
平
均
的
な
縄
延
割

合
の
適
用
等
の
方
法
に
よ
っ
て
、
実

際
の
地
積
を
把
握
す
る
こ
と
と
し
、

そ
れ
ら
の
方
法
に
よ
っ
て
も
そ
の
把

握
が
で
き
な
い
も
の
で
、
台
帳
地
積

に
よ
る
こ
と
が
他
の
土
地
と
の
評
価

の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
実
測
を
行

う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

土
地
の
評
価
と
実
測
の
要
否

暑中のご挨拶
　暑中お見舞い申し上げます。
　新型コロナ感染症法上の位置付けが 5月 8日から「5類」に引き下げられました。こ
れを受けて経済活動等もコロナ以前に向けて戻っていきますが、早い回復を促すために
も政府の継続的な支援策が期待されます。
　令和 5年度税制改正では、10 月からスタートするインボイス制度の円滑な実施に向
けた所要の措置として、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の納税額に
係る負担軽減措置や課税売上高が 1億円以下である事業者に対する事務負担軽減措置な
どが手当てされました。また、電子帳簿等保存制度について電子取引データを保存要件
に従って保存することができなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対して新
たな猶予措置が令和 6年 1月から講じられます。
　労務関係では、4月 1 日以降、すべての事業所において月 60 時間を超える法定時間
外労働をさせた場合、その超えた部分については割増賃金率が 50％以上の割増賃金を
支払うこととなっています。また、賃金の支払方法について労働者の同意を得た上でデ
ジタル払いが可能となりました。デジタル払いを行うためには就業規則の変更などの手
続きが必要になりますので実施にあたっては注意が必要です。
　皆様方の益々のご発展とご健勝を祈念し、ご挨拶といたします。


